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たつの市開発行為指導要綱 

 

（目的）  

第１条 この告示は、開発行為を行う事業者及び次の行為を行う者（以下これらを「事

業者」という。）に対し、公共公益施設の整備に関し協力を求め、開発行為の適正

な施行を指導することにより、無秩序な開発行為を防止し、良好な都市環境の形成

に資することを目的とする。 

（１）建築物の建築又は都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１１項

に規定する特定工作物の建設を行う行為であって、その行為の規模が都市計画

法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「施行令」という。）第１９条に規

定する規模以上のもの 

（２）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する

道路を築造する行為であって、その行為に係る土地の規模が施行令第１９条に

規定する規模以上のもの 

（定義）  

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 開発行為 都市計画法第２９条の規定により許可を要する開発行為をいう。 

(２) 建築物 建築基準法第２条第１号に規定する建築物をいう。 

(３) 開発区域 都市計画法第４条第１３項に規定する区域をいう。 

(４) 公共施設 都市計画法第４条第１４項に規定する公共施設その他公共の用に

供する施設（播磨高原広域事務組合が管理する下水道施設を除く。）をいう。 

(５) 公益施設 上水道（西播磨水道企業団及び播磨高原広域事務組合が管理する

施設を除く。）、集会施設、ごみ収集施設その他の公益の用に供する施設をいう。 

(６) 公共公益施設 公共施設及び公益施設をいう。 

 （費用の負担） 

第３条 事業者は、その開発行為に必要となる公共公益施設の整備及び用地の確保を

行うものとし、これらに要する費用は、事業者の負担とするものとする。 

（公共公益施設の事前協議） 

第４条 事業者は、公共公益施設の整備について事前に市長と協議するよう努めるも

のとする。 

２ 市長は、前項に規定する協議において良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそ

れなどにより公共公益施設の整備が必要と認められる場合は、事業者に公共公益施

設の整備を求めることができる。 

（開発区域の土地利用）  

第４条の２ 事業者は、第７条の協議時に、開発区域の土地利用及び予定建築物の用
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途を明確にしておかなければならない。 

２ 事業者は、開発区域周辺地の土地利用を阻害しないよう当該開発区域及びその周

辺地の土地利用を計画しなければならない。 

３ 事業者は、将来において公共公益施設を開発区域外へ延伸する可能性がある場合

又は周辺道路若しくは都市計画道路へ接続する可能性がある場合を勘案して公共公

益施設を計画しなければならない。 

（宅地区画規模）  

第５条 戸建住宅を目的とした開発行為における１戸当たりの敷地面積は、次の表に

掲げる面積とする。ただし、開発区域内の戸建住宅の平均敷地面積は、１３０平方

メートル以上とする。 

用途地域 敷地面積 

第１種低層住居専用地域及び第２種低層住居専用地域 １３０平方メートル以上 

上記以外の地域 １００平方メートル以上 

（開発行為に係る事前説明） 

第６条 公共公益施設の管理者又は開発行為により新設される公共公益施設を管理す

ることとなる市長（水道事業を含む。以下同じ）は、必要と認める場合は、次条の

事前協議に先立ち、開発行為の内容について事業者に説明を求めることができる。 

（事前協議）  

第７条 事業者は、開発行為を行おうとする場合は、あらかじめ開発行為に関する事

前協議書（変更）（様式第１号）に別表第１区分欄に掲げる区分に応じ、同表事前

協議の欄に掲げる図書を添えて、市長に提出し、協議するものとする。 

（事前協議の変更） 

第８条 事業者は、前条の規定により協議した内容を変更する場合は、速やかに開発

行為に関する事前協議書（変更）に別表第１区分欄に掲げる区分に応じ、同表事前

協議欄に掲げる図書のうち変更に係る図書を添えて、市長に提出し、協議するもの

とする。 

（市長との協議） 

第９条 事業者は、第７条又は前条の事前協議が整った場合は、速やかに都市計画法

第３２条の規定による協議書（変更）（様式第２号）に別表第１区分欄に掲げる区

分に応じ、同表都市計画法第３２条の規定による協議欄に掲げる図書を添えて、市

長に提出し、協議するものとする。 

（市長との協議の変更） 

第１０条 事業者は、前条の規定により協議が整った内容を変更する場合は、速やか

に都市計画法第３２条の規定による協議書（変更）に別表第１区分欄に掲げる区分

に応じ、同表都市計画法第３２条の規定による協議欄に掲げる図書のうち変更に係

る図書を添えて、市長に提出し、協議するものとする。 
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（利害関係者等との協議等）  

第１１条 事業者は、開発行為の計画について、利害関係者、関係自治会及び周辺住

民（以下「利害関係者等」という。）に当該開発行為の内容を説明し、紛争が生じ

ないように協議しなければならない。 

２ 事業者は、利害関係者等と紛争が生じた場合は、誠意をもって自ら解決しなけれ

ばならない。  

３ 事業者は、利害関係者等から説明会の開催を求められた場合は、説明会を開催し

なければならない。 

４ 事業者は、前項の説明会を行った後、速やかにその内容を記載した議事録を市長

に提出しなければならない。 

 （土地利用計画との適合） 

第１２条 事業者は、たつの市まちづくり要綱（平成１９年告示第１９号）第３条及

び第８条の規定による土地利用計画の区域内で開発行為を行う場合は、当該土地利

用計画に適合するよう配慮しなければならない。 

 （水利組合等関係者との協議） 

第１３条 事業者は、開発区域の排水を河川又は水路等に放流する場合は、事前に当

該管理者と協議し、その同意を得るとともに、水利組合等関係者と協議し、調整を

図らなければならない。 

 （雨水貯留施設の協議） 

第１４条 事業者は、１ヘクタール以上の規模の開発行為を行う場合は、一時雨水を

貯留する施設について、事前に兵庫県と協議しなければならない。 

 （駐車場の協議） 

第１５条 事業者は、長屋及び共同住宅の建築を目的とした開発行為を行う場合は、

事前に市長と協議の上、開発区域内に計画戸数以上の台数が駐車できる自動車駐車

場を確保するよう努めなければならない。 

(教育施設の協議）  

第１６条 事業者は、急激な人口増を伴う開発行為を行う場合は、既設教育施設の受

入態勢について事前に市教育委員会と協議しなければならない。  

（法定外公共物の編入） 

第１７条 事業者は、たつの市法定外公共物管理条例（平成１７年条例第１２８号）

第２条に規定する法定外公共物及び不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第

１４条第１項に規定する地図若しくは同条第４項に規定する地図に準ずる図面に記

載されている里道若しくは水路（以下「法定外公共物等」という。）を開発区域に

編入しようとする場合は、事前に法定外公共物等の管理者及び利害関係者等と協議

しなければならない。 

（文化財の保護）  
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第１８条 事業者は、埋蔵文化財包蔵地及びその周辺地域において開発行為を行う場

合は、事前に市教育委員会と協議しなければならない。 

（地位の承継） 

第１９条 第９条又は第１０条の協議を整えた事業者から、相続、合併又は分割によ

り当該事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、地位承継届出書（様式第６号）に

別表第２に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。 

（公共公益施設の整備） 

第２０条 事業者は、公共公益施設を別途定めるたつの市開発行為技術指導基準に基

づき計画し、整備しなければならない。 

 （安全対策及び損害補償） 

第２１条 事業者は、開発行為に伴う安全対策を講じるとともに、開発行為により第

三者に損害を与えた場合は、自らの責任及び負担においてその損害を補償しなけれ

ばならない。 

（工事の検査）  

第２２条 事業者は、開発行為に係る工事のうち市長が指定する工程に達した場合は、

速やかに工事写真及び公共公益施設の整備に係る根拠資料等を提出し、中間検査を

受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。 

２ 事業者は、開発行為に係る工事が完了した場合は、速やかに公共公益施設工事完

了届出書（様式第７号）に別表第３区分欄に掲げる区分に応じ、同表に掲げる図書

を添えて、市長に提出し、完了検査を受けなければならない。 

３ 前項による検査の結果、不備がある場合は、事業者の負担において是正しなけれ

ばならない。この場合において、事業者は、是正後、市長の完了検査を再度受けな

ければならない。 

（公共公益施設の引継ぎ）  

第２３条 事業者は、第９条又は第１０条の規定による協議により市長に引き継ぐこ

ととした公共公益施設及びこれらの用地については、市長に無償で譲渡するものと

する。 

２ 引継ぎを行う用地の分筆等の登記手続は、事業者の負担とし、当該用地に所有権

以外の権利が存在する場合は、これを抹消した上で、公共公益施設工事完了届出書

及び公共公益施設引継書（様式第９号）に別表第４区分欄に掲げる区分に応じ、同

表に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。 

（工事保証期間） 

第２４条 事業者は、市長に引き継いだ公共公益施設について、帰属日から２年間、

工事の保証をするものとし、事業者の責任に起因し施設の破損等が生じた場合は、

事業者の負担により補修し、又は整備しなければならない。 

（補則）  
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第２５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。
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別表第１（第７条－第１０条関係） 

開発行為に関する事前協議及び都市計画法第３２条の規定による協議の必要図書 

区
分 

図書名 
事前

協議 

都市計画法

第３２条の

規定による

協議（※

１） 

市

長
協
議 

開発行為説明書（様式第３号） 〇 〇 

委任状（任意様式） 〇 〇 

開発区域の地名､地番一覧表（様式第４号） 〇 〇 

都市計画法第３２条第２項の規定による協議に係る公共公益

施設一覧表（様式第５号） 
〇 〇 

土地所有者等関係権利者の同意書（開発行為許可申請様式（兵

庫県様式）による。）（※２） 
 〇 

土地登記簿謄本（申請日の３か月以内）  〇 

公益施設（給配水施設）に関する都市計画法第３２条の規定

による協議書（本要綱第９条の規定による協議までに公益施

設（給配水施設）に関する協議が完了している場合に限る。） 

 〇 

他法令に関する許可等の写し  〇 

本市から出された意見に対する回答及び前回図面からの変更

箇所一覧 
 ○ 

位置図（縮尺１／２，５００､１／１０，０００） 〇 〇 

現況図（縮尺 1／５００以上） 〇 〇 

不動産登記法第１４条地図又は同条第４項に規定する地図に

準ずる図面（転写年月日を記入し、かつ、記名すること。） 
○ 〇 

土地利用計画平面図（縮尺１／５００以上） 〇 〇 

求積図（縮尺１／５００以上） 〇 〇 

造成計画平面図（縮尺１／５００以上） 〇 〇 

造成計画縦横断面図（縮尺１／５００以上） 〇 〇 

排水施設計画平面図（縮尺１／５００以上。計画高及び管底

高については、東京湾平均海面（ＴＰ）表記とすること。） 
〇 〇 

給配水施設計画平面図（縮尺１／５００以上） 〇 〇 

消防施設計画平面図 〇 〇 

消防施設構造図 〇 〇 
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道路計画平面図（ポイントごとに延長が分かるよう、道路計

画線を記載すること。） 
○ ○ 

道路計画縦断面図 〇 〇 

排水施設縦横断面図（計画高及び管底高については、東京湾

平均海面（ＴＰ）表記とすること。） 
〇 〇 

排水流域図（縮尺１／２，５００）（流量計算を含む。） 〇 〇 

道路構造図（縮尺１／２０） 〇 〇 

排水施設構造図（縮尺１／２０） 〇 〇 

工作物構造図（道路側溝、擁壁等）（縮尺１／２０） 〇 〇 

公園施設関係図書 〇 〇 

ごみ収集施設関係図書（平面図､構造図等） 〇 〇 

交通安全施設関係図書（配置図､構造図等）  〇 

予定建築物関係図書（建物･植栽配置図等） 〇 〇 

官民有地境界協定書  〇 

法第３４条各号に関する申請に必要な図書 ○ ○ 

その他必要と認める図書 〇 〇 

水
道
事
業 

委任状（任意様式） ○ ○ 

都市計画法第３２条第２項の規定による協議に係る公共公益

施設一覧表（様式第５号） 
○ ○ 

位置図（縮尺１／２，５００､１／１０，０００） ○ ○ 

給配水施設計画平面図（縮尺１／５００以上） ○ ○ 

給配水施設横断図（縮尺１／１００） ○ ○ 

その他必要と認める図書 ○ ○ 

※１ 都市計画法第３２条第１項の規定による協議のみの場合は提出部数を１部と

し、同法第３２条第１項及び第２項の規定による協議の場合は提出部数を２部と

する。 

※２ 土地所有者等の同意に係る押印を省略する場合は、以下の図書を添付するこ

と。 

・同意者の印鑑証明書（写し可） 

・同意をした経緯を示す図書（記載事項：同意に係る協議の日時、場所、参加者氏

名、内容（同意者からの意見、その対応を含む。）、同意者の連絡先（電話番号）

等） 
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別表第２（第１９条関係） 

地位承継届出書必要図書 

図書名 

位置図 

土地利用計画図 

承継の原因を証する図書 

その他必要と認める図書 

 ※提出部数は、各１部とする。 

 

別表第３（第２２条関係） 

公共公益施設工事完了届出書必要図書 

区
分 

図書名 備考 

市
長 

開発行為説明書（様式第３号）  

委任状 任意様式 

都市計画法第３２条第２項の規定による協議

に係る公共公益施設一覧表（様式第５号） 
 

位置図  

造成計画平面図  

排水施設計画平面図  

公共公益施設詳細図  

工事写真 給配水施設関係以外 

その他必要と認める図書  

水
道
事

業 

開発行為説明書（様式第３号）  

委任状 任意様式 

都市計画法第３２条第２項の規定による協議

に係る公共公益施設一覧表（様式第５号） 
 

位置図  

給配水施設出来高平面図 縮尺 1／５００以上 

給配水施設出来高横断図 縮尺 1／１００ 

工事日報 管割図（水道事業管理者の様式） 

水圧試験チャート紙 配水管工事の場合のみ 

工事写真 給配水施設関係のみ 

その他必要と認める図書  

※提出部数は、各１部とする。 
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別表第４（第２３条関係） 

公共公益施設及び用地の引継ぎの必要図書 

区分 図書名 部数 備考 

都市計

画法第

４０条

第１項

の規定

による

土地表

示・所

有権移

転関係 

土地表

示 

土地所在図 １  

地積測量図 １  

筆界確認書 １  

隣接者の印鑑証明書 １ ３か月以内のもの 

土地実地調査書 １  

分筆・

地目更

正 

地積測量図 １ 分筆図 

現況写真 １  

土地実地調査書 １  

所有権

移転 

登記原因証明情報兼

登記承諾書 
１ 

様式第８号（申請者を甲、市を乙として作

成すること。） 

都市計

画法第

４０条

第２項

の規定

による

所有権

移転関

係 

   

嘱託登記依頼書 １ 様式第１０号 

委任状 １ 任意様式 

登記原因証明情報兼登記承

諾書 
１ 

様式第８号（市を甲、申請者を乙として作

成すること。） 

印鑑証明書（※） １ ３か月以内のもの 

資格証明書（※） １  

位置図 ２ 縮尺１／２，５００ 

不動産登記法第１４条地図

又は同条第４項に規定する

地図に準ずる図面 

２ 縮尺１／５００ 

土地所在図 ２  

地積測量図 ２ 分筆図 

土地登記簿謄本 １ １か月以内。第三者の権利を抹消のこと｡ 

土地利用計画図 ２ 道路施設､下水道施設等の配置図 

道路施

設関係 

委任状 １ 任意様式 

位置図 ２  

境界点調書 ２ 
境界点の座標リスト一覧表を作成するこ

と。 

路線調書 ２ 

道路を新設し､市道認定を受ける場合必

要。路線の起点地番及び終点地番記入のこ

と。 

敷地調書 ２ 道路敷地の土地一覧表 
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多角点網図 ２  

地積測量図 ２ 求積図一覧表含む｡ 

地下埋設物出来高平面図 ２ 
汚水排水施設等の地下埋設物があるとき

に限る｡ 

横断面図 ２  

データＣＤ １ 

図面データは、ＣＡＤシステムにより作成

したＳＦＣ又はＤＸＦファイルとする。 

その他、完成届出書及び引継図書はＰＤＦ

ファイルとする。 

公園施
設関係 

委任状 １ 任意様式 

位置図 １  

公園平面図 １  

植栽平面図 １  

施設平面図 １  

施設構造図 １  

地積測量図 １ 座標リスト含む｡ 

排水施
設関係 

委任状 １ 任意様式 

位置図 ２  

平面出来高図 ２ 

赤色で記入し、汚水・雨水を別に記入する

こと｡ 

計画高及び管底高については、東京湾平均

海面（ＴＰ）表記とすること。 

縦断出来高図 ２ 

赤色で記入し、汚水・雨水を別に記入する

こと｡ 

計画高及び管底高については、東京湾平均

海面（ＴＰ）表記とすること。 

下水道台帳用出来高平面図 ２ 

マンホール調書・公共ます調書を含む。 

※公共ます調書（位置変更等があった既存

ます分を含む。）における人孔からの追加

距離については、上流の人孔からの距離と

すること。 

横断面図 ２  

土地利用計画図 １ 道路施設､下水道施設等の配置図 
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データＣＤ １ 

図面データは、ＣＡＤシステムにより作成

したＳＦＣ又はＤＸＦファイルとする。 

その他、完成届出書及び引継図書はＰＤＦ

ファイルとする。 

消防施
設関係 

委任状 １ 任意様式 

位置図 ２  

配置図 ２  

給配水施設計画平面図 ２  

構造図 ２  

配筋図 ２  

地積測量図 ２  

工事写真 ２ 消防施設関係分のみ 

給配水
施設関
係 

委任状 １ 任意様式 

公共公益施設引継書 １ 様式第９号 

位置図 １  

地積測量図 １ 
開発行為により新しく付番された地番が

分かる図面 

データＣＤ １ 

図面データは、ＣＡＤシステムにより作成

したＳＦＣ又はＤＸＦファイルとする。 

その他、完成届出書及び引継図書はＰＤＦ

ファイルとする。 

※ 登記原因証明情報兼登記承諾書に会社法人等番号を明記することにより省略可 
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様式第１号（第７条、第８条関係） 

年  月  日  

 

     様 

（申請者）住  所 

                    氏  名 

                    電話番号    （   ） 

（代理者）住  所 

氏  名 

電話番号    （   ） 

 

開発行為に関する事前協議書（変更） 

 

下記の開発行為を計画するに当たり、たつの市開発行為指導要綱第７条（第８条）

の規定により必要図書を添えて申請します。 

 

記 

 

開 
発 

区 

域 

の 

土 

地 

の 

現 

況 

開発区域の 
地名・地番 

 
 

開発区域の 
面積 

               ㎡ 

予定建築物の 
用途 

 
計画区画数 計画戸数 

         区画              戸 

前面道路 
  路 線 名                       （幅 員      ｍ） 

  建築基準法第     条    項    号 道 路 

その他 
（変更の理

由） 
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様式第２号（第９条、第１０条関係） 

年  月  日  

 

     様 

（申請者）住  所 

                    氏  名 

                    電話番号    （   ） 

（代理者）住  所 

氏  名 

電話番号    （   ） 

 

都市計画法第３２条の規定による協議書（変更） 

 

下記の開発行為について、都市計画法第３２条第 項の規定による協議が必要です

ので、たつの市開発行為指導要綱第９条（第１０条）の規定により、必要図書を添え

て申請します｡ 

 

記 

 

開 

発 

区 

域 

の 

土 

地 

の 

現 

況 

開発区域の 

地名・地番 
 

開発区域の 

面積 
               ㎡ 

予定建築物の 

用途 
 

計画区画数 計画戸数 

         区画              戸 

前面道路 
路 線 名                    （幅 員      ｍ） 

建築基準法第     条    項    号 道 路 

その他 
（変更の理

由） 
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様式第３号（第７条－第１０条関係） 

 

開発行為説明書 

 

（設計者）住  所 

                    氏  名 

                     電話番号    （   ） 
開発事業者             

住所・氏名             
 

開発区域の             

地名・地番             
 

開発区域の面積                ㎡ 

設
計
の
方
針 

開発行為の 

目   的 
 

基本的方針  

そ  の  他  汚水処理(放流先)  

開
発
区
域
の
現
況 

地 域
等 

 市街化区域 ・ 市街化調整区域 

 用途地域  建蔽率                   ％ 

 容積率                          ％  その他         

地目 
区分 宅    地 農    地 山    林 そ の 他 計 

面積          ㎡          ㎡          ㎡          ㎡         ㎡ 

所有 
区分 自己所有 買収予定 地主所有 そ の 他 計 

面積          ㎡          ㎡          ㎡          ㎡         ㎡ 

土地利用 
区分 住宅用宅地             公共の用に供する土地 住宅用宅地以外の宅地 そ の 他 計 

面積         ㎡          ㎡          ㎡          ㎡         ㎡ 

公共公益

施設 

区分 道    路 公園・緑地 下 水 道 消防水利施設用地 河   川 

面積          ㎡      ㎡(   %)          ㎡          ㎡         ㎡ 

区分 水    路 ごみ集積場用地 集会所用地 そ の 他 計 

面積          ㎡          ㎡          ㎡          ㎡         ㎡ 

街計区画 
宅地の規模 最小   ㎡～最大   ㎡ 宅  地  数  

平均面積             ㎡ そ  の  他  

開発区域

外の概要 

取付先道路  

水路(河川)  

下 水 道  

上 水 道  

そ の 他  

その他の
事項 
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様式第４号（第７条－第１０条関係） 

 

開発区域の地名、地番一覧表 

 

たつの市       町 

大字 字 地番 地目 
面   積 

（公簿･実測） 

    ㎡ 

    ㎡ 

    ㎡ 

    ㎡ 

    ㎡ 

    ㎡ 

    ㎡ 

計 ㎡ 
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様式第５号（第７条－第１０条関係） 

 

都市計画法第３２条第２項の規定による協議に係る公共公益施設一覧表 

 

（申請者）住  所 

                    氏  名 

                    電話番号    （   ） 

１ 新たに設置される公共公益施設 

種別 概要 管理者 用地の帰属 摘要 

     

     

     

     

     

     

 

２ 都市計画法第４０条第１項の規定が適用される従前の公共施設 

種別 概要 管理者 用地の所有者 用地の帰属 摘要 
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様式第６号（第１９条関係） 

年  月  日  

 

       様 

（届出者）住  所 

                      氏  名 

                      電話番号    （   ） 

 

地位承継届出書 

 

事業者の地位を承継したので、たつの市開発行為指導要綱第１９条の規定により、

必要図書を添えて届け出ます。 

 

記 

 

開発区域の 

地名・地番 
 

開発区域の面積 

 

 
㎡ 

予定建築物の 

用途 

  計画区画数 計画戸数 

           区画               戸 

被承継人の住所、 

氏名又は名称及び 

代表者の氏名 

 

事前協議受付 

年月日 
年  月  日 

都市計画法第３２条 

協議同意年月日 
年  月  日 

開発許可年月日 年  月  日 

承継年月日 年  月  日 

承継の原因  
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様式第７号（第２２条関係） 

年  月  日  

 

       様 

（申請者）住  所 

                    氏  名 

                    電話番号    （   ） 

 

公共公益施設工事完了届出書 

 

都市計画法第３２条の規定により協議しました下記の開発行為の公共公益施設に関

する工事が完了しましたので、たつの市開発行為指導要綱第２２条第２項の規定によ

り、必要図書を添えて届け出ます。 

 

記 

 

開発区域の 

地名・地番 
 

開発区域の 

面積 
             ㎡ 

予定建築物の 

用途 
 

計画区画数 計画戸数 

          区画            戸 

工事を完了した 

公共公益施設 
 

工事完了年月日 年  月  日 

公共公益施設 

同意日 
年  月  日 
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様式第８号（第２３条関係） 

 

登記原因証明情報兼登記承諾書 

 

１ 当事者及び不動産 

(１) 当事者  権利者（甲） 

         義務者（乙） 

(２) 不動産の表示 

所在地番 地 目 地  積 

  ㎡ 

  ㎡ 

  ㎡ 

  ㎡ 

  ㎡ 

  ㎡ 

２ 登記の原因となる事実又は法律行為 

(１) 乙は、甲に対し、    年  月  日本件不動産を都市計画法第４０条

第  項の規定により帰属した。 

(２) よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。 

３ 登記承諾等 

上記のとおり、私所有者の不動産を    年  月  日都市計画法第４０条 

第  項の規定による 
従前の公共施設の用に供していた土地 

として、甲に帰属 
公共施設の用に供する土地 

しましたので所有権移転登記されることを承諾いたします。 

 

               年  月  日 神戸地方法務局龍野支局 御中 

 

上記の登記原因のとおり相違ありません。 

 

（甲）              ㊞ 

 

                  （乙）              ㊞ 

 

 



- 22 - 

 

 

様式第９号（第２３条関係） 

年  月  日  

 

      様 

（申請者）住  所 

                    氏  名 

                    電話番号    （   ） 

 

公共公益施設引継書 

 

都市計画法第３２条の規定により協議しました下記の開発行為が完了しましたので、

たつの市開発行為指導要綱第２３条の規定により、必要図書を添えて引継ぎします。 

 

記 

 

１ 開発区域の地名・地番 

 

２  開発区域の面積 

 

３  関係図書 

帰属に関する図書一式 
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様式第１０号（第２３条関係） 

年  月  日  

 

     様 

（申請者）住  所 

                    氏  名 

                    電話番号    （   ） 

 

嘱託登記依頼書 

 

都市計画法第３２条の規定により協議しました下記の開発行為が完了しましたので、

都市計画法第４０条第  項の規定による帰属について、たつの市開発行為指導要綱第

２３条の規定により、帰属図書を添えて嘱託登記を依頼します。 

 

記 

 

１ 帰属する土地の表示  

所在地番 地 目 地  積 

  ㎡ 

  ㎡ 

  ㎡ 

  ㎡ 

  ㎡ 

  ㎡ 

２ 登記の原因     年  月  日都市計画法第４０条第  項の規定による帰属 

３ 帰属図書 

(１) 登記原因証明情報兼登記承諾書 

(２) 印鑑証明書 

  (３) 資格証明書 

  (４) 位置図 

  (５) 不動産登記法第１４条地図又は同条第４項に規定する地図に準ずる図面 

  (６) 土地所在図 

  (７) 地積測量図 

  (８) 土地登記簿謄本 


